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※人口・高齢化率の数値は令和２年４月１日現在 

 

 
 
 平成 31 年４月 設置 

 事務局：市民安全部消費生活センター 

 構成員 

市役所内関係部署 

枚方市危機管理室、枚方市健康福祉部地域健康福祉室（地域包括ケア担当、生

活保護担当、障害福祉担当）、枚方市子ども未来部子ども青少年政策課、枚方市

市民生活部消費生活センター    ※令和２年９月末の機構名称を記載 

市に関連する機関 地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会 

その他 枚方警察署、交野警察署、大阪弁護士会、老人クラブ連合会 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人口 400,038 人 
面積 65.12 ㎢ 

高齢化率（65 歳以上） 28.2％ 

地域包括支援センター数 13 
 

消費生活相談件数 

文書  ２ 

電話 2,562 

来訪 586 

Ⅰ．自治体概要 

１．自治体基礎情報 （令和元年度） 

３．協議会設立の背景 

▶  相談窓⼝に寄せられた消費⽣活に関するトラブル事案について、市及び警察等が連携し被害防⽌ 
や被害回復を図るため、意⾒・情報交換を⾏うことを⽬的として設置された既存の「枚⽅交野消費者 
問題連絡会」が存在していた。       

  
▶  60 歳代以上の市⺠からの相談が 40%以上を占める中、上記連絡会の構成メンバーである枚⽅警

察署、及び⾼齢者⽀援を⾏っている地域包括⽀援センターの両者から消費者安全法に基づく消
費者安全確保地域協議会（以下「協議会」という。）を設置することで、より効果的な消費者被害の
未然防⽌につなげることができるのではないかとの助⾔をもらい、協議会設⽴に向けて動き始めた。 

２．枚方市消費者安全確保地域協議会 

大阪府枚方市の取組 
～警察や福祉関係者からの要望を受けて協議会設置へ～ 

枚方市 
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Step 時期 概要 

１． 

説 明 

情報収集 

平成 30 年 

５月～９月 

地域包括支援センターの社会福祉士部会で、消費者安全法に基づく協

議会の概要、設置の意義、目的等を説明し、さらなる連携を要請 

☝ポイント１ 

▶ ⼤阪府や⼤阪弁護⼠会主催の研修へ参加し、既存のネットワークの洗い出しや、協議会
の設置⽅法等について検討を重ねた。 

 
２． 

協 議 

平成 30年 

10 月～11 月 

部内及び関係課と協議を行い、協議会の構成機関の候補を確定 

▶ 設置要綱案の作成に着⼿。  

 
３． 

依  頼 

平成 30 年 

12 月 

各構成機関へ協議会メンバーへの参画を依頼 ☝ポイント２  

 

４． 

準備会 

開 催 

 

平成 31 年 

１月～2月 

市長及び担当副市長等へ協議会設置に向けた進捗状況を説明し、協議

会設置に向けた構成機関との準備会を開催 

▶ ⽇時︓平成 31 年２⽉ 25 ⽇ 16︓00〜17︓30 
▶ 出席者︓構成員予定関係者、関係機関全員    ☝ポイント３ 

 
５． 

協議会

設 置 

平成 31 年

４月 

「枚方市消費者安全確保地域協議会設置要綱」を制定、協議会を設

置  ☝ポイント４                        

 

☝ポイント１ 地域包括支援センターの参画  

   
  
 
 
 
 
 
☝ポイント２ 関係課、関係機関との調整方法  

 
 
 
 
 

 ⾼齢者と⽇常的に直接接する機会の多い地域包括⽀援セ
ンターの参画が必要不可⽋であると考え、地域包括⽀援セン
ターの全体会議へ赴き、協議会設置の趣旨や⽬的を説明し
理解を求めた。 

１．設立までのステップ 

 

 

Ⅱ．協議会設立までのプロセス 

 各担当者に連絡し、協議会設置の趣旨を伝えた上で、直接話をする機会を設けてもらった。 
 どの機関からも断られることはなく、持参した資料を基に丁寧に説明を⾏った結果、協⼒の意思を⽰してい

ただくことができた。資料 1 



3 
 

☝ポイント３ 協議会設置に向けた構成機関との準備会における会議内容  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☝ポイント４  協議会設置要綱の整備      

 
 
 

  

 市⻑、副市⻑から、平成 31 年 4 ⽉ 1 ⽇付の設置に向けて事務を進めるよう指⽰を受け、以下、準備会を
開催した。 
【準備会 会議次第】 

1. 開会（消費⽣活センター所⻑） 
2. 挨拶（市⺠安全部次⻑） 
3. ⾃⼰紹介（各構成機関） 
4. 本市における協議会設置のこれまでの経緯と今後の具体的な連携 
5. 研修 テーマ︓消費者安全確保地域協議会の⽬的と機能について（⼤阪弁護⼠会） 
6. 意⾒交換 

・ ⾦融機関、警察、地域包括⽀援センター、消費⽣活センターとの連携で消費者被害の救済に⾄っ
た事例の紹介 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 参考情報︓主な構成員の発⾔要旨 ■ 

 地域包括⽀援センター 
     協議会を設置する趣旨は理解できるが、設置後、我々が具体的にどのように対応（⾏動）していくの

かが問題である。表に出てくる⾼齢者等については⼀定の対応ができると思うが、出てこない⼈に対してど
のようにアプローチするかが社会福祉協議会の中でも⼀つの課題になっている。具体的にこの協議会を作
って何を話して何を考えていくのかを検討できればと思う。 
 ⼤阪弁護⼠会 

本⽇、訪問勧誘お断りステッカーを配らせていただいた。このステッカーを貼っているところへ訪問勧誘す
る⾏為は、⼤阪府消費者保護条例で禁⽌されている。本協議会設置後、訪問勧誘お断りステッカーの
作成を検討していただききたい。 
 事務局 

本⽇は協議会の設置要綱案は作成中でありお⽰しできないが、今後の協議会の運営について、会議
の回数は設定せず、必要に応じて開催したいと考えている。今後とも効果的な⾼齢者等の⾒守りを⾏う
ため、皆様との連携について、引き続き御協⼒を頂きたい。 

▶ 協議会設置に先⽴って、市議会正副議⻑へ協議会設置の報告を⾏う
とともに、市議会全議員へ⽂書を配布。 

 ※ 記者クラブへはプレスリリース（情報提供）を⾏った。 
▶ 交野市、⾨真市、箕⾯市、豊中市等を参考に要綱を作成 資料２  
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 会議回数 

 

 

 

 立ち上げまでの職員体制 

消費⽣活センター所⻑、課⻑代理、係⻑   計 3 名 
 

 

 

 

 なし 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Ⅲ． 個人情報の取扱い 

２．協議会立ち上げまでの会議回数と職員体制 

地域協議会 
（見守りネットワーク） 

構成員 

 

消費生活センター 

つなぐ 

社会福祉 
協議会 ⽼⼈クラブ 

連合会 

ヘルパー 弁護⼠会 

⺠⽣委員 

警察 
地域包括 

⽀援センター 

会議回数は１回。 
※ 設置に向けた検討に要した時間を記録してはいないが、多⼤な時間を要したとは考えていない。 

３．協議会関係予算（設立までに要した経費） 
 

４．協議立発足後に指摘された問題点 

 構成機関のメンバーをはじめ、実際に多くの⾼齢者の⽅々と接するヘルパーの⽅々が、実際に、どの
ように消費⽣活センターに連絡を⼊れて、問題解決へ導けばいいのか、マニュアルのようなものがほし
い。                                                  資料３ 

 マニュアルがあれば、統⼀的な対応ができる。 
 研修会のようなものを開催し、地域の⾒守り⼒を全体的に引き上げる必要がある。 

 

被害⾼齢者の関係者で共有 

本人同意が得られない場合も個人情報の共有は可能！ 

協議会での個⼈情報の共有は、被害⾼齢者等に関係ある⼈（ケアマネ
ジャー、ヘルパー、消費⽣活センター等）に限って⾏うなどの⼯夫をする。 
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■ 枚方市消費者安全確保地域協議会の取組 資料４ 
 
 
 
■ 令和２年度大阪府消費者行政強化交付金 

530,000 円  
 
地域⾒守り⽤物品 

    ※今年度は電話機⽤ポップアップシールを 8,000 枚購⼊予定。 
 

 
 
 

担当者から   
 
 
 
 
 
 

■  協議会の設置は、しっかりした情報収集と関係機関への丁寧な説明を重ねることで⽐較的スムーズに⾏え

た。また協議会を設置するまでの労⼒と、得られたメリットを天秤
て ん び ん

に掛けると、得られるメリットの⽅が⼤きいと感
じる。 

■  地域包括⽀援センターのケアマネジャーや福祉部署のケースワーカーから、以下のような声が寄せられている。 
 これまでは個⼈情報の障壁があり、消費者被害を発⾒してもつなぐことができなかったが、設置後は本⼈同意が

得られない場合であってもためらうことなく消費⽣活センターなどの適切な機関へつなぐことができるようになった。 
                 （地域包括⽀援センターケアマネジャー） 

 「⾒守り対応マニュアル」を作成したことで、消費⽣活センターへの連絡がスムーズに⾏えるようになり、統⼀的な
⾒守り活動が⾏えるようになった。                  （福祉部署ケースワーカー） 

 
 
 
 
 

Ⅳ．設立翌年度以降の取組 

 

 

 

２．協議会設立後の関係予算 

１．協議会設立後の取組 


